
１．中期政策の位置付け 

 

（２）ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）、地球的規模の問題を始めとする開発課題への取組を進める

とともに、多発する紛争やテロを予防し、平和を構築することは、国際社会が直ちに協調して対応

を強化すべき問題である。また、我が国と密接な関係を有する開発途上国との経済連携の推進

等を通じ、これら諸国の持続的成長を図ることは重要な課題である。このような国際社会の直面

する喫緊の課題への取組において、我が国としては、ＯＤＡ大綱がＯＤＡの目的を「国際社会の平

和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資すること」と位置付けていること

を踏まえ、戦略的かつ効率的なＯＤＡの活用を通じて、我が国の地位にふさわしい役割を果たす

考えである。 

このような考え方に基づき、新ＯＤＡ中期政策では、ＯＤＡ大綱のうち、考え方や取組等を内外

に対してより具体的に示すべき事項を中心としたものとし、ＯＤＡ大綱の基本方針の一つである

「人間の安全保障の視点」、重点課題である「貧困削減」、「持続的成長」、「地球的規模の問題へ

の取組」、「平和の構築」、そして「効率的・効果的な援助の実施に向けた方策」を取り上げ、我が

国の考え方やアプローチ、具体的取組について記述し、大綱にのっとってＯＤＡを一層戦略的に

実施するための方途を示す。 

 

３．重点課題について 

 

（４）平和の構築  

 

（イ）平和の構築の考え方 

（ａ）冷戦後の国際社会では、地域・国内紛争が多く発生している。また、いったん停戦が成立

した後、紛争が再発することも少なくない。紛争は、難民・国内避難民の発生、経済・社会

基盤の破壊、統治組織の機能不全といった様々な問題を引き起こす。その結果、人々の

生命や生活、尊厳を維持することが極めて困難となるほか、その国及び地域全体の開発

も妨げられる。その意味で平和と安定は開発の前提条件である。 

（ｂ）平和の構築は、紛争の発生と再発を予防し、紛争時とその直後に人々が直面する様々

な困難を緩和し、そして、その後長期にわたって安定的な発展を達成することを目的として

いる。紛争予防や紛争の終結段階における支援、紛争後の緊急人道援助、そして、中長

期的な復興開発支援は、平和を定着させるために欠かせない。例えば、ＯＤＡによる雇用

創出事業や病院、学校の復旧事業を通じ、人々は生計を立て保健・教育サービスを受け

られるようになる。その結果、人々は「平和の配当」を実感し、社会の平和と安定につなが

る。 

平和の構築に関する支援に当たっては、対立グループ間の対話など、和平のための政治

的プロセスを十分踏まえて、これを促進するよう配慮する必要がある。さらに、政治、社会、



歴史、文化といった各国又は地域の個別状況を十分踏まえる必要がある。 

（ｃ）我が国としては、国際機関や、他ドナー、さらには国内の民間部門やＮＧＯと協力しつつ

積極的に貢献する考えである。 

 

（ロ）平和の構築に向けたアプローチ及び具体的取組 

我が国の平和の構築に関する支援には、現地の治安状況や政府の機能不全など様々な難

しい障害があり得ることに留意する必要がある。我が国が平和の構築に取り組むに当たって

は、支援関係要員の安全に最大限の配慮を払いつつ、できることを着実に実施するという姿

勢で取り組むべきである。 

（ａ）紛争前後の段階に応じた支援 

紛争の予防・再発防止、紛争直後の段階から復興・再建段階、そして中長期的な開発と

いった段階に応じて、以下のような支援を行う。 

 （ⅰ）紛争予防・再発防止のための支援 

紛争のおそれのある国及び紛争後なお社会が不安定な状況にある国においては、

紛争予防に十分配慮して開発援助を実施することが特に重要である。援助の対象地

域や対象者の選定に当たっては、被援助国における紛争要因を歴史や文化を踏まえ

て正確に把握し、裨益対象が偏るなどして紛争を助長しないよう配慮する。また、例

えば、環境保全やインフラ整備といった非政治的分野で地域協力プロジェクトを実施

することによって、対立グループ間の対話と協力の促進を図る。また、紛争予防の観

点から、兵器の拡散を防止することは重要であり、輸出入管理の強化、不正な武器

の取引防止、法制度整備等に関する途上国の能力強化を支援する。 

（ⅱ）紛争後直ちに必要となる緊急人道支援 

紛争直後、難民や国内避難民を始めとする人々が自らの生命、生活を守るためには、

最低限必要な「衣食住」にかかわる緊急人道支援を迅速かつ効果的に提供すること

が必要である。このため、難民・避難民の帰還や住居、食料、水、衛生、保健、教育な

どに関する緊急人道支援を実施する。 

（ⅲ）紛争後の復興支援 

復興支援においては、人材育成を支援しつつ、紛争により破壊された病院、学校、道

路、公共交通、上下水道、エネルギー関連施設などの社会資本を復旧して、経済社

会活動を軌道に乗せるための環境を整備することが必要である。このため、我が国

は、社会資本の復旧を支援するとともに、政府の統治機能の回復のための選挙支援、

法制度整備に関する支援、民主化促進のためのメディア支援等を実施する。 

（ⅳ）中長期的な開発支援 

中長期的な開発支援においては、開発を軌道に乗せることが必要である。このため

には貧困削減や持続的成長を目的とする幅広い支援を実施する。 

（ｂ）一貫性のある支援 



平和の構築の実施に当たっては、紛争前後の段階に応じて必要な対応を継ぎ目なく一

貫性を持って行うことが不可欠であり、この観点から、紛争直後の段階から中長期的な

支援に至るニーズを正確に把握することが必要である。そのため被援助国において、政

府及び援助実施機関等の関係者との間で十分な意思疎通を図り、具体的なニーズの

発掘や案件の形成に当たるとともに、我が国のＯＤＡの考え方等について認識の共有

に努める。また、復興計画策定と即応的な復旧事業の形成を同時に行う緊急開発調査

を活用しつつ、必要なタイミングで調査の結果得られた情報を活用できるよう準備してお

く。そして、緊急人道支援からその後の復興開発協力へのスムーズな移行を確保し、両

者の間で生じやすい空白（ギャップ）を極力解消していく。 

（ｃ）迅速かつ効果的な支援 

紛争は、多数の難民・国内避難民の発生、インフラの破壊や統治組織の崩壊、食糧不

足、貧困、病気の蔓延など様々な問題を引き起こす。このような危機的状況の下では、

人間の生命、生活を保護するため迅速な対応が必要となる。国際機関、地域機関、内

外のＮＧＯなどと連携してより効果的な援助を実施する。 

また、我が国が、今後、平和の構築を積極的・効果的に行っていくためは、平和の構築

支援に携わる人材の育成が不可欠となる。そのため、ＪＩＣＡ職員・専門家、コンサルタン

ト、ＮＧＯ等を対象とした各種研修を実施する。また、治安の状況に応じた協力形態を柔

軟に活用するとともに、派遣される各人に対して治安対策研修を行う。必要なときに迅

速な要員派遣を可能とする制度の整備を強化し大使館・ＪＩＣＡの体制を整備する。 

（ｄ）政府に対する支援と地域社会に対する支援の組み合せ 

紛争後の状況においては中央政府や地方政府がしばしば機能不全に陥る。政府の機

能不全を緊急に補うため、地域社会に対する草の根レベルの支援を通じ保健医療、教

育、飲料水、食料などの基礎社会サービス提供を行い、地域コミュニティの再生に努め

る。同時に、中央政府・地方政府の人材育成や制度整備を支援することによって政府の

機能の回復に努め、早急に国として自立できるように努める。 

（ｅ）国内の安定と治安の確保のための支援 

紛争が終了しても政府の治安を維持する能力が不十分である場合が多く、このために

人々の安全が脅かされ、開発活動が妨げられ、さらには紛争再発に至ることもある。し

たがって、人道・復興支援と平行して、治安強化・紛争再発予防のために、ＯＤＡ大綱と

の整合性に留意しつつ、警察支援、雇用創出を通じた除隊兵士の社会復帰、地雷や小

型武器を含む武器の回収及び廃棄、司法制度の改革等を支援する。 

（ｆ）社会的弱者への配慮 

健康等を害している人や女性、児童等、紛争により特に深刻な影響を受ける人々や紛

争により直接の被害を受けた人々を速やかに保護する。地雷被害者を含む社会的弱者

の能力強化に対し特段の配慮を図る。 

(ｇ)周辺国を視野に入れた支援 



紛争国に隣接する国の中には、難民の流入、貿易や投資への悪影響など紛争に起因

する問題に直面し、困難な状況に陥る場合がある。また、こうした周辺国は、紛争国と密

接な関係を持っており、政治的な発言力を有していることから、仲介によって紛争解決

に貢献することが可能であるほか、貿易や人の交流を通じても地域の安定・紛争予防に

重要な役割を担っているケースも少なくない。他方、周辺国が紛争当事国内の特定勢

力を支援し、勢力間の対立関係に周辺国間の力関係が反映された場合も多く見られる。

したがって、このような事情を踏まえて紛争の解決や予防、地域の安定も念頭に置きつ

つ周辺国の支援を検討する。 


